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 平成２９年度の予算編成について 

 

平成２９年度予算編成に当たっては、別に通知された「平成２９年度の行財政運

営について」に基づき、各局・区において、重点的に推進し、又は見直しを行うべ

き内容を記載した予算要求方針を策定のうえ、下記の事項に特に留意し、予算要求

事務を進めるよう通知します。 

 

記 

   

１．予算編成の基本的な考え方 

   平成２７年度決算では、社会保障関係費が引き続き増加する中、要員管理や外

郭団体の見直しなどの行財政改革を着実に推進したことなどにより、３６年連続

となる実質収支の黒字を確保するとともに、健全化判断比率について、政令指定

都市トップクラスを維持し、財政の健全性を確保している。 

一方で、経常収支比率等の傾向を勘案すれば、財政構造の弾力性等に関し改善

を図る余地を残している。 

財政の健全性を維持しつつ、自立的で弾力的な財政構造を構築し、もって持続

可能な財政運営を確保するためには、経常的経費のさらなる縮減を進めるととも

に、市税をはじめとした自主財源を安定的に確保することが必要である。 

このため、平成２９年度当初予算においては、厳しい経営環境を踏まえ、歳入

の規模に見合った歳出とすることを予算編成の基本原則とし、経常的経費につい

て聖域なき見直しを進めることとする。そして、これを前提として、定住人口や

交流人口の増加、産業振興や地域活性化につながる施策など、税源涵養に資する

取組又は経済効果を波及的に生み出す取組を進めるとともに、歳入の確保・拡充

等に向けた行財政改革に積極的に取り組むこと。 

 

２．平成２８年度予算編成期以後の市政を取り巻く状況を踏まえ、十分に留意すべき  

事項 

（１）適正な行財政運営の確保 

個人情報の適正な管理を徹底するための取組を着実に進めること。 

また、予算執行の適正化という観点からも、業務委託について契約事務等の

不断の見直しを進めるとともに、各局区等におけるリスク管理体制の強化を図

ること。 

 



 

 

 

（２）喫緊の課題に即した施策・事業の推進等 

市民サービスの一層の向上につなげるため、議会での議論等を踏まえ、市民

及び地域の多様なニーズに応じたきめ細やかな施策・事業の推進に配慮して予

算要求を行うこと。 

併せて、国における一億総活躍社会、地方創生をはじめとした政策・施策の

展開、法制度の改廃、規制改革等の動向に、時機を逸することなく対応するこ

と。国内の社会情勢はもとより、世界の経済社会等の動向を注視し、本市にお

ける施策・事業の展開に活かすようにすること。 

男女共同参画社会の実現に向けて、女性活躍推進法や国の「女性活躍加速の

ための重点方針 2016」等の趣旨を勘案して各施策事業の要求を行うこと。 

 

（３）アカウンタビリティの重視 

施策・事業を推進するに当たっては、当該施策・事業を包括する政策の中期

的な方向性及び、その中での具体的位置付けを明確化させるとともに、費用対

効果、市民サービス向上への寄与を一層具体的かつ明らかにすることが必要で

ある。 

こうした観点から、予算要求に際し、収益管理を推し進め、既存の施策・事

業をスキーム・運用等の面で批判的、多面的に検証し、再編・再構築等を行う

こと。施策・事業を継続するための予算要求を行う場合でも、市民・議会への

アカウンタビリティを十分に果たす観点から、実績ないし成果及びそれを踏ま

えた将来の取組の必要性・有効性・計画性等を分かりやすく明確に提示するこ

と。 

 

３．持続可能な財政運営を確保するため特に留意すべき事項 

（１）市民目線・現場主義による行財政改革の断行 

職員一人ひとりが市政運営に要する費用を市民が負担していることをあらた

めて認識し、創意工夫によりムダの排除に努めること。 

既存事業については安易に継続実施することなく、成果指標などの事業に関

する客観的な事実を重視しながら全ての事業を検証し、社会経済環境や市民ニ

ーズの変化等により必要性が薄れたものや効果が明らかではないものは、廃止

を含めた再編・再構築を行うとともに、新規の予算要求についてはスクラップ

アンドビルドを基本とすること。 

一方で、行政を効率的、効果的に進めるに当たっては、民間事業者や地域力

と連携・協力等を図ることが適当な場合が少なくないことにも十分留意し、予

算要求を行うこと。 

併せて、決算審査における監査委員の意見などを十分に踏まえた上で要求を

行うこと。 

 

 

 

 



 

 

 

（２）堺市マスタープランの堺・３つの挑戦の推進、市民が安心、元気なまちづくり

の推進 

堺市マスタープランのリーディングプロジェクトである堺・３つの挑戦及び

市民が安心、元気なまちづくりの推進に向け、施策・事業の改廃を必要に応じ

大胆に行うなど、創意・工夫を講じることを通じて重点的に取り組むこと。 

 

（３）都市内分権・地方分権の推進 

都市内分権のさらなる推進のため、予算要求に際し、区民評議会や区教育・

健全育成会議等を通じて、区域や地域の課題を適切に把握し、その対応を十分

精査すること。 

また、子育てや福祉、教育、防災など市民生活に密着した分野において、大

阪府や国との役割分担を念頭に置きつつ、権限や財源の更なる移譲について検

討を進めること。 

 

（４）新たな財源の確保等 

国庫補助金の獲得や交付税措置のある起債の選択など、より有利な制度を活

用するとともに、新たな財源の確保等に向け、受益者負担の見直しや、広告収

入、ふるさと納税をはじめとした寄附金の獲得、未利用・低利用財産の有効活

用、債権管理の一層の適正化に積極的に取り組むこと。なお、公共施設の維持・

更新経費については、本年８月に策定した「堺市公共施設等総合管理計画」に

基づき、低減させるための取組を効果的に進めること。 

 

（５）補助金等の見直し 

補助金、負担金については、施策の目的や必要性、効果を検証し、効果が認

め難いものについては柔軟に整理統合・削減を行うこと。 

また、社会保障関係費については、給付費の縮減、生活保護などの不適正受

給の防止や就労支援の促進などにより、適正化を図ること。単独扶助について

は、社会経済環境等を踏まえ、必要性や効果等の観点から見直しを行うこと。 

 

      

４．スケジュール 

  予算要求締切             １１月上旬 

  財政課長内示                        １月上旬（予定）  

  市長査定                ２月上旬（予定） 

 

 

 


